
青森県食育推進会議設置要綱

（設 置）

第１条 青森県食育推進計画（以下「計画」という。）に基づき、食育に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するため、青森県食育推進会議（以下「会議」という。）を設置

する。

（所掌事項）

第２条 会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

（１）県が行う計画の策定、変更への提言に関すること。

（２）計画に基づく施策の実施及び進行管理、評価に関すること。

（３）その他、食育の推進のために必要な事項に関すること。

（組 織）

第３条 会議は、会長、副会長及び委員で構成する。

２ 会長は、知事をもって充て、副会長は、農林水産部長をもって充てる。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときはその職務を代理する。

（任 期）

第４条 委員の任期は２年以内とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任

者の任期は、前任者の残任期間とする。

（会 議）

第５条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

２ 会長は、必要に応じて前条に定める者以外の者を食育協力者として会議に出席させ意

見を徴することができる。

３ 会議の議長は出席者の互選により選出する。

４ 会議に欠席する委員は、代理の者を出席させることができる。

（部 会）

第６条 会議の所掌事項に関し、さらなる検討を行うことを目的として、必要に応じ、部

会を設置することができる。

（事務局）

第７条 会議の事務局は、青森県農林水産部食の安全・安心推進課に置く。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成１８年６月１日から施行する。

この要綱は、平成２０年７月９日から施行する。

この要綱は、平成２８年３月４日から施行する。

この要綱は、令和４年１１月８日から施行する。



分　野 氏　　名 団体名・職名 備　考

1 教　　　育 野 澤　正 樹 青森県教育委員会 委員・教育長職務代理者

2 佐 藤　雄 大 五所川原農林高等学校　教諭 新規

3 沼尾　紀惠子
一般社団法人　青森県私立幼稚園連合会　振興・経営委員長
（認定こども園三沢第一幼稚園　理事長）

4 加 藤　知 明
青森県小学校長会　会長
（青森市立金沢小学校　校長）

新規

5 横 山　    仁
青森県中学校長会　会長
（青森市立浪内中学校　校長）

新規

6 佐 藤　    宰 公益財団法人　青森県学校給食会　理事長

7 消　　　費 山 谷　詠 子 青森県食生活改善推進員連絡協議会　会長

8 鎌 田　敦 子 青森県生活協同組合連合会　事務局

9 吉 田　涼 香 津軽あかつきの会　会員 新規

10 生産・流通 成 田　縫 子 青森県ＪＡ女性組織協議会　会長理事

11 伊藤　満由美 青森県漁協女性組織協議会　会長 新規

12 熊 谷　紀 子 紅屋商事株式会社　ＳＭ事業部　顧客サービス課マネージャー 新規

13 医　　　療 吉 岡　利 忠 医師（医療法人三良会　村上新町病院　院長）

14 浅利　由美子 公益社団法人　青森県栄養士会　専務理事

15 福　　　祉 當 麻　千 佐 社会福祉法人　青森県社会福祉協議会　地域福祉課課長

16 川 村　真 美
一般社団法人 青森県保育連合会　給食部会　副部会長
（幼保連携型認定こども園城南こども園　管理栄養士）

17 学　　　識 大 野　智 子 青森県立保健大学 健康科学部栄養学科　准教授 新規

18 森 山　洋 美
青森中央短期大学　食物栄養学科　准教授
（あおもり食育サポーター　食育コンシェルジュ）

新規

19 情　　　報 若 松　清 巳 株式会社東奥日報社　編集局次長 新規

20 中村　美穂子 フリーアナウンサー、国際薬膳調理師 新規

21 行　　　政 原    　直 美 弘前市　教育委員会　生涯学習課長 新規

22 相 田　善 勝
農林水産省東北農政局　消費・安全部
　消費生活課　課長

新規

23 三 村　申 吾 青森県　知事 会長

24 赤 平　次 郎 青森県農林水産部　部長 副会長

25 永 田   　翔 青森県健康福祉部　部長 新規

令和４年度青森県食育推進会議委員名簿


